
みーもの森づくり事業費交付金交付要綱

制 定 平成１７年 ７月 ７日付け林第１４７２号 

改 正 平成１９年 ３月１３日付け林第２０５６号 

改 正 平成２０年 ３月１４日付け林第１９４１号 

改 正 平成２２年 ３月１９日付け林第１２１４号 

改 正 平成２３年 ３月 ７日付け林第１１２６号 

                  改 正 平成２７年 ３月１０日付け林第１２４４号 

                  改 正 平成２８年 ３月１５日付け林第１１８３号 

改 正 平成２９年 ３月１５日付け林第１１１２号 

改 正 平成２９年１２月１４日付け林第 ７５５号 

（趣旨） 

第１条 みーもの森づくり事業実施要領に基づいて行う事業に要する経費に対し県が交付する

みーもの森づくり事業費交付金（以下「交付金」という。）については、補助金等交付規則

（昭和 32 年島根県規則第 32 号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の

定めるところによる。 

 （交付金の対象） 

第２条 県は交付金を予算の範囲以内で交付するものとする。 

２ 事業の区分、事業の内容、対象経費、交付の限度額、交付の率は別表１のとおりとする。 

（交付金の交付申請） 

第３条 交付対象者が規則第４条の規定により提出する申請書は、みーもの森づくり事業費交

付金交付申請書（以下、「交付申請書」という。）（様式第１号）とする。 

２ 交付対象者は、前項の交付申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る

消費税等相当額（交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消

費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部

分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗

じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して申請し

なければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額

が明らかでない場合については、この限りではない。 

（交付金の変更承認申請） 

第４条 交付対象者は、規則第９条第１項の規定により知事の承認を受けようとするときは、

みーもの森づくり事業費交付金変更承認申請書（以下「変更申請書」という。）（様式第２

号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 



  ただし、次に掲げる変更については、必ず変更申請書を提出することとし、それ以外の軽

微な変更については、県との協議により、判断することとする。 

（１） 一件の取得価格が５０万円以上の機械および器具の内容変更。 

（２） 交付金総額の２０％を超える減額。 

（３） 区分の廃止又は新設。 

（４） 交付金総額の増額。 

 （実施状況の報告） 

第５条 交付対象者は、知事が指示したときは、みーもの森づくり事業（以下「交付金事業」

という。）の実施状況を速やかに報告しなければならない。 

（交付金の概算払い） 

第６条 知事は、第２条に規定する交付金の交付の目的を達成するために必要があると認める 

ときは、交付対象者に対し、交付決定の額の全部又は一部を概算払いにより交付することが

できる。 

２ 交付対象者は、概算払いにより交付金の支払を受けようとするときは、知事が別に定める

日までにみーもの森づくり事業費交付金概算払請求書（様式第３号）を知事に提出しなけれ

ばならない。 

（実績報告及び精算払い） 

第７条 交付対象者は、交付金事業が完了したときは、規則第 10 条の規定により、みーもの 

森づくり事業実績報告書兼精算払請求書（様式第４号）を交付金事業の完了の日から起算し

て 30 日を経過した日又は交付金の交付を決定した日の属する年度の１月 31 日のいずれか早

い日までに知事に提出しなければならない。 

 ただし、森で学ぶ取組（みーもスクール）については、交付金の交付を決定した日の属す

る年度の３月 20 日までに提出するものとする。 

２ 第４条第２項ただし書により交付の申請をした交付対象者は、前項の実績報告書を提出す

るに当たって、交付金事業の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、仕入

れに係る消費税等相当額報告書（様式第５号）により、これを交付金額から減額して報告

しなければならない。 

（財産について） 

第８条 規則第１３条第１項第４号の規定に基づく知事の定める財産は、一件の取得価格が 

５０万円以上の機械及び器具とする。 

 また、交付金事業により取得した財産で「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和

４０年３月３１日大蔵省令第１５号）」で定められた処分制限期間内においては、みーもの

森づくり事業財産管理台帳（様式第６号）を作成し知事に提出するとともに、その他の関係

書類とあわせて保管しなければならない。 

（書類等の提出） 

第９条 この要綱等に基づき、交付対象者が知事に提出する書類は、実施場所を管轄する支



庁、各農林振興センター、農林振興センター各事務所を経由して林業課に提出するものと

する。ただし、実施場所が複数の地方機関の所管区域にまたがる場合は直接林業課へ提出

するものとする。 

  経由支庁、各農林振興センター、農林振興センター各事務所は、書類の確認並びに実績

報告書については検査調書を添えて知事に進達するものとする。 

（書類の保管） 

第 10 条  交付対象者は、交付金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備

え、交付金事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間保管しなければならない。 

 （その他） 

第 11 条 このほか、この事業の実施に必要な事項については、知事が別に定めるところによる

ものとする。 

   附 則 

  この要綱は、平成１７年７月 ７日から施行する。 

  この要綱は、平成１９年３月１３日から施行し、平成１９年度分から適用する。 

  この要綱は、平成２０年３月１４日から施行し、平成２０年度分から適用する。 

この要綱は、平成２２年３月１９日から施行し、平成２２年度事業から適用する。 

この要綱は、平成２３年３月 ７日から施行し、平成２３年度事業から適用する。 

この要綱は、平成２７年３月１０日から施行し、平成２７年度事業から適用する。 

この要綱は、平成２８年３月１５日から施行し、平成２８年度事業から適用する。 

この要綱は、平成２９年３月１５日から施行し、平成２９年度事業から適用する。 

この要綱は、平成２９年１２月１４日から施行し、平成３０年度事業から適用する。 



別表１ （第２条関係） 

事業の区分 事業の内容 交付金の下限～上限（千円） 交付率および補助対象経費 

森を保全する取組 【新規事業】 

①森づくり（森林内（国有林を除く。）

での植林、下草刈り、枝落とし等

緑豊かな森を再生・維持するため

の取組をいう。以下同じ。） 

②森づくり講座（森づくりを習得す

る機会を創出する取組をいう。） 

③身近な里山や観光地周辺の松枯れ

跡地の処理、荒廃竹林対策等の森

林の景観対策 

④森林・都市交流活動（森林にふれ

あう機会を創出する取組をいう。） 

１申請につき 500～2,000 ●1/2 以内 

○単体で５万円以上の用具・用品・機械（林内作業車等）の購入経費・借上

経費・整備経費 

○資材・参加者等を活動場所までの運ぶ経費 

○参加者の森林作業時の飲料水代 

●10/10 以内 

○実施後個人の所有とならない資材（苗木、支柱、燃料等）の購入経費 

○単体で５万円未満で、かつ実施後個人の所有とならない用具・用品（ノコ

等の森林整備用具、ヘルメット等の安全用具、医療用品等）・機械の購入

経費・借上経費・整備経費 

○自分たちではできない作業の他者への委託経費（間伐、竹林伐採・集積以

外） 

○事業ＰＲ用看板作製経費 

○保険料 

●「別に定める金額」を適用 

○作業スタッフの賃金 

○講師・医療スタッフ（医師、看護師等）への謝金、旅費 

○委託経費（間伐、竹林伐採・集積） 

【継続事業】 

①みーもの森づくり事業で取り組ん

だ森を保全する取組の継続実施 

②再生の森事業で竹林伐採を実施し

た森林の維持活動 

１申請につき 25～50 

植栽後の下刈り、竹林伐採後の管理 

１申請につき 25～200 

（過去の１年１事業上限 50 千円:50 千

円×４事業箇所＝200 千円） 



事業の区分 事業の内容 交付金の下限～上限（千円） 交付率および補助対象経費 

森を利用する取組 【新規事業】 

①木材利用（公共の施設、商店街等不特定多数

の県民が利用する場合において県産の木材、

木材製品等を利用する取組をいう。） 

②木質バイオマス利用（公共の施設、商店街等

において木質バイオマスを利用する取組をい

う。） 

③木の利用講座（木材、木材製品、木質バイオ

マス等の利用方法を習得する機会を創出する

取組をいう。） 

④竹を利用する取り組み 

１申請につき 500～2,000 ●1/2 以内 

○資材（県外産木材、釘、塗料等）の購入経費 

○用具・用品（ノコ等木工用具、ヘルメット等安全用具、医療用品等）の

購入経費、借上経費、整備経費 

○機械（電動ドリル等）の購入経費、借上経費、整備経費 

○資材・参加者等を活動場所までの運ぶ経費 

●10/10 以内 

○資材（県産木材）の購入経費 

○自分達ではできない設計・加工などの作業の他者への委託経費 

○事業 PR用看板作製経費 

○保険料 

●「別に定める金額」を適用 

○作業スタッフの賃金 

○講師・医療スタッフ（医師、看護師等）への謝金、旅費 

【継続事業】 

⑤みーもの森づくり事業で取り組んだ森を利用

する取組の継続実施 

１申請につき 25～50 



事業の区分 事業の内容 交付金の下限～上限（千円） 交付率および補助対象経費 

森で学ぶ取組 

（みーもスクール） 

小中学校と連携して授業の中で継

続的に（３回以上）行う森林環境

学習活動 

１申請につき 200～1,600 

ただし、上限１校 400 千円 

●1/2 以内 

○単体で５万円以上の用具・用品・機械（林内作業車等）の購入経費・

借上経費・整備経費 

●10/10 以内 

○講師の旅費 

○スタッフの賃金 

○実施後個人の所有とならない資材（苗木、支柱、燃料等）の購入経費 

○単体で５万円未満で、かつ実施後個人の所有とならない資材・用具・

用品（ノコ等の森林整備用具、ヘルメット等の安全用具、医療用品等）・

機械の購入経費・借上経費・整備経費 

○資材・参加者等を活動場所までの運ぶ経費 

●「別に定める金額」を適用 

○講師への謝金 


